
　志賀町は、住民基本台帳に関する事務における特定個人情報ファイルの
取扱にあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の
権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいそ
の他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もっ
て個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言す
る。

特記事項

1 住民基本台帳に関する事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

[平成31年１月　様式２]

  令和5年3月30日

志賀町長

 公表日

 評価実施機関名



 ２．特定個人情報ファイル名

１．住民基本台帳ファイル
２．本人確認情報ファイル
３．送付先情報ファイル

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 住民基本台帳に関する事務

 ②事務の概要

市町村（特別区を含む。）（以下「市町村」という。）が住民を対象とする行政を適切に行い、また、住民の
正しい権利を保障するためには、市町村の住民に関する正確な記録が整備されていなければならな
い。

住民基本台帳は、住民基本台帳法（以下「住基法」という。）に基づき、作成されるものであり、市町村に
おける住民の届出に関する制度及びその住民たる地位を記録する各種の台帳に関する制度を一元化
し、もって、住民の利便を増進するとともに行政の近代化に対処するため、住民に関する記録を正確か
つ統一的に行うものであり、市町村において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録、その他住
民に関する事務の処理の基礎となるものである。
また、住基法に基づいて住民基本台帳のネットワーク化を図り、全国共通の本人確認システム（住基
ネット）を都道府県と共同して構築している。

志賀町は、住基法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以
下「番号法」という。）の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。

①個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成し、住民基本台帳を作成
②転入届、転居届、転出届、世帯変更届等の届出又は職権に基づく住民票の記載、消除又は記載の修
正
③住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置
④転入届に基づき住民票の記載をした際の転出元市町村に対する通知
⑤本人又は同一の世帯に属する者の請求による住民票の写し等の交付
⑥住民票の記載事項に変更があった際の都道府県知事、市町村に対する通知
⑦地方公共団体情報システム機構（以下「機構」という。）への本人確認情報の照会
⑧住民からの請求に基づく住民票コードの変更
⑨個人番号の通知及び個人番号カードの交付
⑩個人番号カード等を用いた本人確認
⑪住民票の写し等のコンビニ交付に関する事務

なお、⑨の「個人番号の通知及び個人番号カードの交付」に係る事務については、行政手続における特
定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並
びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令（平成２６年１１月２０日
総務省令第８５号）第３５条（個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任）により機構に対する事
務の一部の委任が認められている。
そのため、当該事務においては、事務を委任する機構に対する情報の提供を含めて特定個人情報ファ
イルを使用する。

 ③システムの名称

１．既存住民基本台帳システム（以下「既存住基システム」という。）
２．住民基本台帳ネットワークシステム（※）
３．団体内統合宛名システム
４．中間サーバ
５．コンビニ交付システム

※後述の「２．特定個人情報ファイル名」に示す「本人確認情報ファイル」及び「送付先情報ファイル」は、
住民基本台帳ネットワークシステムの構成要素のうち、市町村ＣＳにおいて管理がなされているため、以
降は、住民基本台帳ネットワークシステムの内の市町村ＣＳ部分について記載する。



 連絡先 住民課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ②所属長の役職名 住民課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 総務課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 住民課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠

１．行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法）
（平成２５年５月３１日法律第２７号）
・第７条（指定及び通知）
・第１６条（本人確認の措置）
・第１７条（個人番号カードの交付等）

２．住民基本台帳法（住基法）（昭和４２年７月２５日法律第８１号）
（平成２５年５月３１日法律第２８号施行時点）
・第５条（住民基本台帳の備付け）
・第６条（住民基本台帳の作成）
・第７条（住民票の記載事項）
・第８条（住民票の記載等）
・第１２条（本人等の請求に係る住民票の写し等の交付）
・第１２条の４（本人等の請求にかかる住民票の写しの交付の特例）
・第１４条（住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置）
・第２２条（転入届）
・第２４条の２（個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例）
・第３０条の６（市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等）
・第３０条の１０（通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供）
・第３０条の１２（通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提
供）

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

・番号法第１９条第８号（特定個人情報の提供の制限）及び別表第二
（別表第二における情報提供の根拠）
：第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、第四欄（特定個人情報）に「住民票関係情報」が含ま
れる項（１、２、３、４、６、８、９、１１、１６、１８、２０、２１、２３、２７、３０、３１、３４、３５、３７、３８、３９、４０、
４２、４８、５３、５４、５７、５８、５９、６１、６２、６６、６７、７０、７４、７７、８０、８４、８５の２、８９、９１、９２、９
４、９６、１０１、１０２、１０３、１０５、１０６、１０８、１１１、１１２、１１３、１１４、１１６、１１９の項）

（別表第二における情報照会の根拠）
：なし
（住民基本台帳に関する事務において情報提供ネットワークシステムによる情報照会は行わない）



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 いつ時点の計数か 令和5年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる

 いつ時点の計数か 令和5年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

1万人以上10万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［ ○

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無



令和5年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和4年4月1日　時点 令和5年4月1日　時点

令和4年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和3年4月1日　時点 令和4年4月1日　時点

令和5年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和4年4月1日　時点 令和5年4月1日　時点

令和3年7月2日

４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

・番号法第１９条第７号（特定個人情報の提供
の制限）及び別表第二

・番号法第１９条第８号（特定個人情報の提供
の制限）及び別表第二

事前
令和３年法律第37号による法
改正のため変更

令和4年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和3年4月1日　時点 令和4年4月1日　時点

令和3年3月25日 しきい値判断項目　取扱者数 令和2年4月1日　時点 令和3年4月1日　時点 事後

令和3年3月25日 公表日 令和2年3月23日 令和3年3月25日 事後

令和2年5月25日 事務の概要
第３５条（通知カード、個人番号カード関連事務
の委任）により機構に対する事務の一部の委任
が認められている。

第３５条（個人番号通知書、個人番号カード関
連事務の委任）により機構に対する事務の一部
の委任が認められている。

事後

令和3年3月25日 しきい値判断項目　対象人数 令和2年4月1日　時点 令和3年4月1日　時点 事後

令和2年4月1日 しきい値判断項目　対象人数 平成31年4月1日　時点 令和2年4月1日　時点 事後

令和2年4月1日 しきい値判断項目　取扱者数 平成31年4月1日　時点 令和2年4月1日　時点 事後

令和2年3月23日

特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

特に力を入れている 十分である 事後

令和2年3月23日 従業者に対する教育・啓発 特に力を入れている 十分である 事後

令和2年3月23日
不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

特に力を入れている 十分である 事後

令和2年3月23日
不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

特に力を入れている 十分である 事後

令和2年3月23日

権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

特に力を入れている 十分である 事後

令和2年3月23日
委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

特に力を入れている 十分である 事後

令和2年3月23日
目的外の入手が行われるリス
クへの対策は十分か

特に力を入れている 十分である 事後

令和2年3月23日

目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐づけが
行われるリスクへの対策は十
分か

特に力を入れている 十分である 事後

令和2年3月23日 事務の概要

①個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成
し、住民基本台帳を作成②転入届、転居届、転
出届、世帯変更届等の届出又は職権に基づく
住民票の記載、消除又は記載の修正③住民基
本台帳の正確な記録を確保するための措置④
転入届に基づき住民票の記載をした際の転出
元市町村に対する通知⑤本人又は同一の世帯
に属する者の請求による住民票の写し等の交
付⑥住民票の記載事項に変更があった際の都
道府県知事、市町村に対する通知⑦地方公共
団体情報システム機構（以下「機構」という。）へ
の本人確認情報の照会⑧住民からの請求に基
づく住民票コードの変更⑨個人番号の通知及
び個人番号カードの交付⑩個人番号カード等を
用いた本人確認

①個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成し
、住民基本台帳を作成②転入届、転居届、転
出届、世帯変更届等の届出又は職権に基づく
住民票の記載、消除又は記載の修正③住民基
本台帳の正確な記録を確保するための措置④
転入届に基づき住民票の記載をした際の転出
元市町村に対する通知⑤本人又は同一の世帯
に属する者の請求による住民票の写し等の交
付⑥住民票の記載事項に変更があった際の都
道府県知事、市町村に対する通知⑦地方公共
団体情報システム機構（以下「機構」という。）へ
の本人確認情報の照会⑧住民からの請求に基
づく住民票コードの変更⑨個人番号の通知及
び個人番号カードの交付⑩個人番号カード等を
用いた本人確認⑪住民票の写し等のコンビニ
交付に関する事務

事前 R2年3月1日コンビニ交付開始

令和2年3月23日 法令上の根拠

第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のう
ち、第四欄（特定個人情報）に「住民票関係情
報」が含まれる項（１、２、３、４、６、８、１０、１
５、１６、１８、２０、２１、２３、２７、３１、３２、３４、
３５、３７、３８、３９、４０、４２、４８、５３、５４、５
７、５８、５９、６１、６２、６６、６７、７０、７７、８０、
８４、８９、９１、９２、９４、９６、１０１、１０２、１０
３、１０５、１０６、１０８、１１１、１１２、１１３、１１
４、１１６、１１７、１２０の項）

第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のう
ち、第四欄（特定個人情報）に「住民票関係情
報」が含まれる項（１、２、３、４、６、８、９、１１、
１６、１８、２０、２１、２３、２７、３０、３１、３４、３
５、３７、３８、３９、４０、４２、４８、５３、５４、５７、
５８、５９、６１、６２、６６、６７、７０、７４、７７、８
０、８４、８５の２、８９、９１、９２、９４、９６、１０１
１０２、１０３、１０５、１０６、１０８、１１１、１１２、１
１３、１１４、１１６、１１９の項）

事後

令和2年3月23日 事務の概要

市町村は、住基法及び行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律（以下「番号法」という。）の規定に従い、
特定個人情報を以下の事務で取り扱う。

志賀町は、住基法及び行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律（以下「番号法」という。）の規定に従い、
特定個人情報を以下の事務で取り扱う。

事後

令和2年3月23日 システムの名称

１．既存住民記録システム
２．住民基本台帳ネットワークシステム（※）
３．団体内統合宛名システム
４．中間サーバ

※後述の「２．特定個人情報ファイル名」に示す
　「本人確認情報ファイル」及び「送付先情報
ファイル」は、住民基本台帳ネットワークシステ
ムの構成要素のうち、市町村ＣＳにおいて管理
がなされているため、以降は、住民基本台帳
ネットワークシステムの内の市町村ＣＳ部分に
ついて記載する。

１．既存住民基本台帳システム（以下「既存住
　基システム」という。）
２．住民基本台帳ネットワークシステム（※）
３．団体内統合宛名システム
４．中間サーバ
５．コンビニ交付システム

※後述の「２．特定個人情報ファイル名」に示す
「本人確認情報ファイル」及び「送付先情報ファ
イル」は、住民基本台帳ネットワークシステムの
構成要素のうち、市町村ＣＳにおいて管理がな
されているため、以降は、住民基本台帳ネット
ワークシステムの内の市町村ＣＳ部分について
記載する。

事後 R2年3月1日コンビニ交付開始

令和1年6月21日 公表日 平成30年6月29日 平成31年6月21日 事後

令和2年3月23日 公表日 平成31年6月21日 令和2年3月23日 事後 評価の再実施

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成31年4月1日 しきい値判断項目　対象人数 平成30年4月1日　時点 平成31年4月1日　時点 事後

平成31年4月1日 新様式

平成31年4月1日 しきい値判断項目　取扱者数 平成30年4月1日　時点 平成31年4月1日　時点 事後



　志賀町長は、個人住民税関係事務における特定個人情報ファイルの取扱
いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権
利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその
他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって
個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

2 個人住民税関係事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

[平成31年１月　様式２]

  令和5年3月30日

志賀町長

 公表日

 評価実施機関名



 連絡先 税務課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ②所属長の役職名 税務課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 総務課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 税務課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 ２．特定個人情報ファイル名

課税対象者情報ファイル
課税資料情報ファイル
課税台帳情報ファイル
収納情報ファイル
滞納情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠 番号法第9条および別表第1第16号

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠
番号法第19条第8号　同法別表第2第27号及び情報提供者が市町村長となる地方税関係情報各号、
並びに総務省令第16条及び17条

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 個人住民税関係事務

 ②事務の概要

個人住民税は地方税法（第三章第一節（市町村民税）および第二章第一節（道府県民税））に基づき、そ
の年の1月1日に居住するところにおいて、前年の所得に対して賦課徴収を行う地方税（本評価書では、
以後「個人住民税」と称す）であり、その税額は、市町村が確定申告書・給与支払報告書・公的年金等支
払報告書等の課税資料から決定するものである。
　個人住民税には市町村が課すことのできる市町村民税（以後、個人市町村民税と称す）と道府県が課
すことのできる道府県民税（以後、個人道府県民税と称す）が存在する。
個人市町村民税および個人道府県民税のそれぞれにおいて、所得額に比例して課税される所得割と原
則的に全ての者に対して一律に課税される均等割の賦課額が決定される。
これらは、税制改正によって必要に応じて見直しが行われている。
　なお、個人道府県民税については、地方税法第41条により「当該市町村の個人市町村民税の賦課徴
収と併せて行うものとする。」とされていることから、個人市町村民税とあわせて一括して賦課徴収を実
施するものである。

本事務における特定個人情報ファイルは、以下の事務に使用している。
①課税対象者情報の準備。（地方税法第294条、第295条、第318条）
②納税者、特別徴収事業者からの、各種申告資料の受領。（地方税法第317条の3　等）
③他市町村在住の配偶者・被扶養者情報の確認。（情報提供ネットワークシステムの利用を想定）
④志賀町税条例に規定された業務及び機関に対する所得情報の提供及び移転。

 ③システムの名称

個人住民税システム
団体内統合宛名システム
収納管理システム
滞納管理システム
確定申告受付システム
国税連携システム
eLtaxシステム



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

1万人以上10万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ○ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

特に力を入れて行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

○］接続しない（入手）［ ○

 [ ]特に力を入れている

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

]

]

]

]

]

]

]

]

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無



令和5年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和4年1月1日　時点 令和5年1月1日　時点 事後

令和5年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和4年1月1日　時点 令和5年1月1日　時点 事後

令和4年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和3年1月1日　時点 令和4年1月1日　時点 事後

令和4年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和3年1月1日　時点 令和4年1月1日　時点 事後

令和3年3月25日 公表日 令和2年3月23日 令和3年3月25日 事後

令和3年7月2日

４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

番号法第19条第7号　同法別表第2第27号及び
情報提供者が市町村長となる地方税関係情報
各号、並びに総務省令第16条及び17条

番号法第19条第8号　同法別表第2第27号及び
情報提供者が市町村長となる地方税関係情報
各号、並びに総務省令第16条及び17条

事前
令和３年法律第37号による法
改正のため変更

令和3年3月25日 しきい値判断項目　対象人数 令和2年1月1日　時点 令和3年1月1日　時点 事後

令和3年3月25日 しきい値判断項目　取扱者数 令和2年1月1日　時点 令和3年1月1日　時点 事後

令和2年3月23日 しきい値判断項目　対象人数 平成31年4月1日　時点 令和2年1月1日　時点 事後

令和2年3月23日 しきい値判断項目　取扱者数 平成31年4月1日　時点 令和2年1月1日　時点 事後

令和1年6月21日 公表日 平成30年6月29日 平成31年6月21日 事後

令和2年3月23日 公表日 平成31年6月21日 令和2年3月23日 事後 評価の再実施

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成31年4月1日 しきい値判断項目　対象人数 平成30年1月1日　時点 平成31年4月1日　時点 事後

平成31年4月1日 新様式

平成31年4月1日 しきい値判断項目　取扱者数 平成30年1月1日　時点 平成31年4月1日　時点 事後



[平成31年１月　様式２]

  令和5年3月30日

志賀町長

 公表日

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

　志賀町長は、固定資産税関係事務における特定個人情報ファイルの取扱
いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権
利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその
他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって
個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

3 固定資産税関係事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言



Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 固定資産税関係事務

 ②事務の概要

固定資産（土地・家屋・償却資産）が所在する市町村において課する地方税（本評価書では、以後「固定
資産税」と称す）である。
納税義務者は、賦課期日に資産を所有する者（固定資産課税台帳に所有者として登録されている者）で
あり、1月1日現在の所有者として登録された者が、その年の4月1日からの1年分の税をすべて納付する
ものである。（地方税法第343条）

税額は、県知事又は総務大臣が評価する場合を除き、地方税法第388条第１項の固定資産評価基準に
よって価格を決定（地方税法第403条、410条）後、固定資産課税台帳に登録（地方税法第411条）し、課
税標準となる価格に町の条例で定める税率を乗じ賦課決定している。

固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税台帳に登録されている価格に不服
がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申出（地方税法第432条）ができ、価格以外の登録事
項に関しては町長に不服申し立てをできる。

課税標準は、通常3年毎に固定資産評価基準により評価替え見直しを実施している。

本事務における特定個人情報ファイルは、以下の事務に使用している。
①所有者に対する氏名・住所等の最新情報を適正に管理する。（番号法第14条）
②納税者より提出される償却資産申告書を、直接または地方電子化協議会を経由し、受領する。（地方
税法第383条　等）
③価格に関する審査の申出（地方税法第432条）
④固定資産課税台帳を基に賦課決定を行い、納税義務者に納税通知書を送付する。（地方税法第364
条　等）
⑤天災による固定資産税の減免あるいは、貧困等による扶助を受ける者等に限り、条例の定めるところ
に
より固定資産税の減免を行う。（地方税法第367条　等）
⑥町条例等法令に規定された業務および機関に対してのみ、固定資産税賦課情報の提供・移転を行
う。

 ③システムの名称

固定資産税システム
団体内統合宛名システム
収納管理システム
滞納管理システム

 ２．特定個人情報ファイル名

資産情報ファイル
課税台帳情報ファイル
収納情報ファイル
滞納情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠 番号法第9条および別表第1第16号

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠
番号法第19条第8号　同法別表第2第27号および情報提供者が市町村長となる地方税関係情報各号、
並びに総務省令第16条及び17条

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 税務課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 連絡先 税務課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ②所属長の役職名 税務課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 総務課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

1万人以上10万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

]

]

]

]

]

]

]

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリス
クへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無

 [ ]特に力を入れている

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

特に力を入れて行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリス
クへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

○］接続しない（入手）［ ○

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）によっ
て不正に使用されるリスクへ
の対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ○ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ○ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［



平成31年4月1日 しきい値判断項目　取扱者数 平成30年1月1日　時点 平成31年4月1日　時点 事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成31年4月1日 しきい値判断項目　対象人数 平成30年1月1日　時点 平成31年4月1日　時点 事後

平成31年4月1日 新様式

令和1年6月21日 公表日 平成30年6月29日 平成31年6月21日 事後

令和2年3月23日 公表日 平成31年6月21日 令和2年3月23日 事後 評価の再実施

令和2年3月23日 しきい値判断項目　対象人数 平成30年1月1日　時点 令和2年1月1日　時点 事後

令和2年3月23日 しきい値判断項目　取扱者数 平成30年1月1日　時点 令和2年1月1日　時点 事後

令和3年3月25日 しきい値判断項目　対象人数 令和2年1月1日　時点 令和3年1月1日　時点 事後

令和3年3月25日 しきい値判断項目　取扱者数 令和2年1月1日　時点 令和3年1月1日　時点 事後

令和3年3月25日 公表日 令和2年3月23日 令和3年3月25日 事後

令和3年7月2日

４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

番号法第19条第7号　同法別表第2第27号およ
び情報提供者が市町村長となる地方税関係情
報各号、並びに総務省令第16条及び17条

番号法第19条第8号　同法別表第2第27号およ
び情報提供者が市町村長となる地方税関係情
報各号、並びに総務省令第16条及び17条

事前
令和３年法律第37号による法
改正のため変更

令和4年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和3年1月1日　時点 令和4年1月1日　時点 事後

令和4年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和3年1月1日　時点 令和4年1月1日　時点 事後

令和5年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和4年1月1日　時点 令和5年1月1日　時点 事後

令和5年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和4年1月1日　時点 令和5年1月1日　時点 事後



[平成31年１月　様式２]

  令和5年3月30日

志賀町長

 公表日

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

　志賀町長は、軽自動車税関係事務における特定個人情報ファイルの取扱
いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権
利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその
他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって
個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

4 軽自動車税関係事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言



Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 軽自動車税関係事務

 ②事務の概要

軽自動車税は、4月1日時点に軽自動車等の定置場を当該市町村内に有する所有者に対して課税を行
うものである。
軽自動車等（軽自動車、原動機付自動車等）を購入または譲り受けるなどした場合や、譲渡や盗難など
により所有しなくなった場合に申告が行われる。その際、車両の種類に応じて申告先が異なり、三輪・四
輪の軽自動車に関しては軽自動車検査協会へ、二輪の小型自動車・二輪の軽自動車に関しては陸運
事務所へ申告が行われ、原動機付自転車・小型特殊自動車に関するもののみ当該市町村に対して申
告が行われる。
なお、生活保護法により扶助を受ける場合などは減免申請書を当該市町村にて受け付け、必要に応じ
て減免を行う。

本事務における特定個人情報ファイルは、以下の事務に使用している。
①課税対象者情報の準備。（地方税第442条の2、第445条）
②納税者の軽自動車の登録・抹消情報を受領する。（地方税第447条）
③納税者に対し、納税通知書(税額決定通知書)と納付書を送付する。
④納税者から減免申請書を受領する。（地方税第454条、志賀町税条例第96条）
⑤減免申請の対象者であるか他課へ情報照会を行う。
⑥納税者に対し、減免通知書と納付書を送付する。

 ③システムの名称

軽自動車税システム
団体内統合宛名システム
収納管理システム
滞納管理システム

 ２．特定個人情報ファイル名

軽自動車税情報ファイル
収納情報ファイル
滞納情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠 番号法第9条および別表第1第16号

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠
番号法第19条第8号　同法別表第2第27号および情報提供者が市町村長となる地方税関係情報各号、
並びに総務省令第16条及び17条

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 税務課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 連絡先 税務課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ②所属長の役職名 税務課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 総務課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

1万人以上10万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

]

]

]

]

]

]

]

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無

 [ ]特に力を入れている

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

特に力を入れて行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

○］接続しない（入手）［ ○

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ○ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ○ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［



平成31年4月1日 しきい値判断項目　取扱者数 平成30年4月1日　時点 平成31年4月1日　時点 事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成31年4月1日 しきい値判断項目　対象人数 平成30年4月1日　時点 平成31年4月1日　時点 事後

平成31年4月1日 新様式

令和1年6月21日 公表日 平成30年6月29日 平成31年6月21日 事後

令和2年3月23日 公表日 平成31年6月21日 令和2年3月23日 事後 評価の再実施

令和2年3月23日 しきい値判断項目　対象人数 平成31年4月1日　時点 令和2年3月23日　時点 事後

令和2年3月23日 しきい値判断項目　取扱者数 平成31年4月1日　時点 令和2年3月23日　時点 事後

令和3年3月25日 しきい値判断項目　対象人数 令和2年1月1日　時点 令和3年1月1日　時点 事後

令和3年3月25日 しきい値判断項目　取扱者数 令和2年1月1日　時点 令和3年1月1日　時点 事後

令和3年3月25日 公表日 令和2年3月23日 令和3年3月25日 事後

令和3年7月2日

４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

番号法第19条第7号　同法別表第2第27号およ
び情報提供者が市町村長となる地方税関係情
報各号、並びに総務省令第16条及び17条

番号法第19条第8号　同法別表第2第27号およ
び情報提供者が市町村長となる地方税関係情
報各号、並びに総務省令第16条及び17条

事前
令和３年法律第37号による法
改正のため変更

令和4年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和3年1月1日　時点 令和4年1月1日　時点 事後

令和4年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和3年1月1日　時点 令和4年1月1日　時点 事後

令和5年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和4年1月1日　時点 令和5年1月1日　時点 事後

令和5年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和4年1月1日　時点 令和5年1月1日　時点 事後



[平成31年１月　様式２]

  令和4年3月30日

志賀町長

 公表日

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

　志賀町は、国民健康保険事務における特定個人情報ファイルの取扱いに
あたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利
益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の
事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人
のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

5 国民健康保険事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言



Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 国民健康保険事務

 ②事務の概要

地方税法、国民健康保険法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律（以下「番号法」という。）の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。

・住民の異動届（転入、転出、社入、社離等）、生活保護受給情報による国民健康保険の加入、脱退手
続業務を行う。
・国民健康保険の被保険者である世帯主及び擬制（みなし）世帯主に対し、基礎課税額、後期高齢者支
援金等課税額、介護納付金課税額を合算し、国民健康保険税額（年税額）を賦課する。また、非自発的
失業者に係る申告書や減免申請書等により、保険税の軽減及び減免を行う。
銀行等から口座振替、年金からの特別徴収、納付書での納付による徴収を行い、滞納者に対して滞納
整理業務を行う。
・申請等により、国民健康保険における各認定証・受給者証・受療証等の発行の際は、所得区分を判定
し発行する。
・世帯主からの国民健康保険における、一部負担金減額申請書等から、一部負担金の減額、免除、徴
収猶予適用の可否判定を行う。
・被用者保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度の被保険者とその被扶養者等に該当しない者
を被保険者として、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して、保険給付を行う。

番号法の別表第二に基づいて、志賀町は、国民健康保険に関する事務において、情報提供ネットワー
クシステムに接続し、各情報保有機関が保有する特定個人情報について情報連携を行う。情報提供に
必要な情報を「副本」として中間サーバーへ登録する。

事務の一部を外部業者に委託しているため、業者選定の際に業者の情報保護管理体制を確認し、併せ
て秘密保持に関しても契約に含めることで万全を期している。

｢医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律｣によりオ
ンライン資格確認のしくみの導入を行うとされたことと、当該しくみのような、他の医療保険者等と共同し
て｢被保険者等に係る情報の収集または整理に関する事務｣及び｢被保険者等に係る情報の利用または
提供に関する事務｣を｢国民健康保険団体連合会(以下｢国保連合会｣という。)または社会保険診療報酬
支払基金(以下｢支払基金｣という。)｣(以下｢支払基金等｣という。)に委託することができる旨の規定が国
民健康保険法に盛り込まれていることを踏まえ、オンライン資格確認等システムへの資格情報の提供に
係る加入者等の資格履歴情報の管理、機関別符号の取得、及び一部の情報提供について共同して支
払基金等に委託することとし、国保連合会から再委託を受けた国民健康保険中央会(以下｢国保中央会｣
という。)及び支払基金（以下「取りまとめ機関」という。）が、医療保険者等向け中間サーバー等の運営を
共同して行う。

＜オンライン資格確認等システム稼働に向けた準備としての資格履歴管理事務、機関別符号の取得等
事務（以下「オンライン資格確認の準備業務」という。）＞
・オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用するために、国保連合会から委託を受
けた国保中央会が、当町からの委託を受けて｢医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管
理事務｣を行うために、当町から被保険者及び世帯構成員の個人情報を抽出し、国保連合会を経由して
医療保険者等向け中間サーバー等へ被保険者資格情報の提供を行う。
・オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用するために、支払基金が、当町からの
委託を受けて｢医療保険者等向け中間サーバー等における機関別符号取得等事務｣を行うために、情報
提供等記録開示システムの自己情報表示業務機能を利用して、当町から提供した被保険者資格情報と
オンライン資格確認等システムで管理している情報とを紐付けるために機関別符号の取得並びに紐付
け情報の提供を行う。

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第２条第２項及
び第９条の規定により、以下の事務において個人番号を利用する。
・国民健康保険法による保険給付の支給又は保険税の還付（行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第二十五
条第八号又は第九号に規定する事務に係るものに限る。）

 ③システムの名称

国民健康保険システム
団体内統合宛名システム
収納管理システム
滞納管理システム
中間サーバー
国保総合システム
国保情報集約システム



 ２．特定個人情報ファイル名

被保険者台帳情報ファイル
賦課情報ファイル
給付情報ファイル
収納情報ファイル
滞納管理情報ファイル
国保情報集約システム連携ファイル



 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠

１．行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法）
（平成２５年５月３１日法律第２７号）
・番号法第９条第１項　別表第一の１６、３０の項

２．行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令
で定める事務を定める命令（別表第一省令）
（平成26年内閣府・総務省令第５号）
・別表第一省令第１６条
・別表第一省令第３０条第１号、第２号、第３号、第４号、第５号、第６号

３．オンライン資格確認の準備業務
・番号利用法　第9条第1項（利用範囲）
　別表第1　項番30
・番号利用法別表第1の主務省令で定める事務を定める命令 第24条
・国民健康保険法　第113条の3　第1項及び第2項

４．公金給付支給等口座情報の照会・回答
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第2条第2項及
び第9条
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第2条
第13号

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

・番号法第１９条第８号（特定個人情報の提供の制限）及び別表第二

（別表第二における情報提供の根拠）
：第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、第四欄（特定個人情報）に「国民健康保険法第76条の
４において準用する介護保険法第136条第１項（同法第140条第３項において準用する場合を含む。）、
第138条第１項又は第141条第１項の規定により通知することとされている事項に関する情報であって主
務省令で定めるもの」が含まれる項（４６の項）
：第三欄（情報提供者）が「医療保険者又は後期高齢者医療広域連合」の項のうち、第四欄（特定個人
情報）に「医療保険給付関係情報」が含まれる項（１、２、３、４、５、２６、２７、３０、３３、３９、４２、５８、６
２、８０、８７、９３の項）
：第三欄（情報提供者）が「他の法律による医療に関する給付の支給を行うこととされている者」の項のう
ち、第四欄（特定個人情報）に「他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報」が含まれる項
（１７、２２、８８、９７、１０６、１２０の項）

（別表第二における情報照会の根拠）
：第一欄（情報照会者）が「市町村長」の項のうち、第二欄（事務）に「地方税法その他の地方税に関する
法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査（犯則事件の調
査を含む。）に関する事務であって主務省令で定めるもの」が含まれる項（２７の項）
：第一欄（情報照会者）が「市町村長又は国民健康保険組合」の項のうち、第二欄（事務）に「国民健康保
険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの」が含まれ
る項（４２の項）
：第一欄（情報照会者）が「市町村長又は国民健康保険組合」の項のうち、第二欄（事務）に「国民健康保
険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの」が含まれる項（４３の項）
：第一欄（情報照会者）が「市町村長」の項のうち、第二欄（事務）に「国民健康保険法による保険料の徴
収に関する事務であって主務省令で定めるもの」が含まれる項（４４の項）
：第一欄（情報照会者）が「市町村長」の項のうち、第二欄（事務）に「国民健康保険法による特別徴収の
方法による保険料の徴収又は納入に関する事務であって主務省令で定めるもの」が含まれる項（４５の
項）

＜オンライン資格確認の準備業務＞
・番号利用法 附則第6条第4項　（利用目的：情報連携のためではなくオンライン資格確認の準備として
機関別符号を取得する等）
・国民健康保険法　第113条の3　第1項及び第2項

公金給付支給等口座情報の照会・回答
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第2条
第13号

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない



 ②法令上の根拠

・番号法第１９条第８号（特定個人情報の提供の制限）及び別表第二

（別表第二における情報提供の根拠）
：第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、第四欄（特定個人情報）に「国民健康保険法第76条の
４において準用する介護保険法第136条第１項（同法第140条第３項において準用する場合を含む。）、
第138条第１項又は第141条第１項の規定により通知することとされている事項に関する情報であって主
務省令で定めるもの」が含まれる項（４６の項）
：第三欄（情報提供者）が「医療保険者又は後期高齢者医療広域連合」の項のうち、第四欄（特定個人
情報）に「医療保険給付関係情報」が含まれる項（１、２、３、４、５、２６、２７、３０、３３、３９、４２、５８、６
２、８０、８７、９３の項）
：第三欄（情報提供者）が「他の法律による医療に関する給付の支給を行うこととされている者」の項のう
ち、第四欄（特定個人情報）に「他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報」が含まれる項
（１７、２２、８８、９７、１０６、１２０の項）

（別表第二における情報照会の根拠）
：第一欄（情報照会者）が「市町村長」の項のうち、第二欄（事務）に「地方税法その他の地方税に関する
法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査（犯則事件の調
査を含む。）に関する事務であって主務省令で定めるもの」が含まれる項（２７の項）
：第一欄（情報照会者）が「市町村長又は国民健康保険組合」の項のうち、第二欄（事務）に「国民健康保
険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの」が含まれ
る項（４２の項）
：第一欄（情報照会者）が「市町村長又は国民健康保険組合」の項のうち、第二欄（事務）に「国民健康保
険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの」が含まれる項（４３の項）
：第一欄（情報照会者）が「市町村長」の項のうち、第二欄（事務）に「国民健康保険法による保険料の徴
収に関する事務であって主務省令で定めるもの」が含まれる項（４４の項）
：第一欄（情報照会者）が「市町村長」の項のうち、第二欄（事務）に「国民健康保険法による特別徴収の
方法による保険料の徴収又は納入に関する事務であって主務省令で定めるもの」が含まれる項（４５の
項）

＜オンライン資格確認の準備業務＞
・番号利用法 附則第6条第4項　（利用目的：情報連携のためではなくオンライン資格確認の準備として
機関別符号を取得する等）
・国民健康保険法　第113条の3　第1項及び第2項

公金給付支給等口座情報の照会・回答
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第2条
第13号



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署
税務課
住民課

 連絡先
税務課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111
住民課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ②所属長の役職名
税務課長
住民課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 総務課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

1万人以上10万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

]

]

]

]

]

]

]

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無

 [ ]特に力を入れている

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

特に力を入れて行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［



平成31年4月1日 しきい値判断項目　取扱者数 平成30年4月1日　時点 平成31年4月1日　時点 事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成31年4月1日 しきい値判断項目　対象人数 平成30年4月1日　時点 平成31年4月1日　時点 事後

平成31年4月1日 新様式

令和1年6月21日 公表日 平成30年6月29日 平成31年6月21日 事後

令和2年3月23日 公表日 平成31年6月21日 令和2年3月23日 事後 評価の再実施

令和2年3月23日 しきい値判断項目　対象人数 平成31年4月1日　時点 令和2年1月1日　時点 事後

令和2年3月23日 しきい値判断項目　取扱者数 平成31年4月1日　時点 令和2年1月1日　時点 事後

令和3年3月25日

関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

―

｢医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図
るための健康保険法等の一部を改正する法
律｣によりオンライン資格確認のしくみの導入を
行うとされたことと、当該しくみのような、他の医
療保険者等と共同して｢被保険者等に係る情報
の収集または整理に関する事務｣及び｢被保険
者等に係る情報の利用または提供に関する事
務｣を｢国民健康保険団体連合会(以下｢国保連
合会｣という。)または社会保険診療報酬支払基
金(以下｢支払基金｣という。)｣(以下｢支払基金
等｣という。)に委託することができる旨の規定が
国民健康保険法に盛り込まれていることを踏ま
え、オンライン資格確認等システムへの資格情
報の提供に係る加入者等の資格履歴情報の管
理、機関別符号の取得、及び一部の情報提供
について共同して支払基金等に委託することと
し、国保連合会から再委託を受けた国民健康
保険中央会(以下｢国保中央会｣という。)及び支
払基金（以下「取りまとめ機関」という。）が、医
療保険者等向け中間サーバー等の運営を共同
して行う。

事後

令和3年3月25日

関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要（つづき）

―

＜オンライン資格確認等システム稼働に向けた
準備としての資格履歴管理事務、機関別符号
の取得等事務（以下「オンライン資格確認の準
備業務」という。）＞
・オンライン資格確認等システムで被保険者等
の資格情報を利用するために、国保連合会か
ら委託を受けた国保中央会が、当町からの委
託を受けて｢医療保険者等向け中間サーバー
等における資格履歴管理事務｣を行うために、
当町から被保険者及び世帯構成員の個人情報
を抽出し、国保連合会を経由して医療保険者等
向け中間サーバー等へ被保険者資格情報の
提供を行う。
・オンライン資格確認等システムで被保険者等
の資格情報を利用するために、支払基金が、
当町からの委託を受けて｢医療保険者等向け
中間サーバー等における機関別符号取得等事
務｣を行うために、情報提供等記録開示システ
ムの自己情報表示業務機能を利用して、当町
から提供した被保険者資格情報と オンライン
資格確認等システムで管理している情報とを紐
付けるために機関別符号の取得並びに紐付け
情報の提供を行う。

事後

令和3年3月25日

関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
③システムの名称

―
国保総合システム
国保情報集約システム

事後

令和3年3月25日
関連情報
２．特定個人情報ファイル名

― 国保情報集約システム連携ファイル 事後

令和3年3月25日

関連情報
３．個人番号の利用
法令上の根拠

―

３．オンライン資格確認の準備業務
・番号利用法　第9条第1項（利用範囲）
　別表第1　項番30
・番号利用法別表第1の主務省令で定める事務
を定める命令 第24条
・国民健康保険法　第113条の3　第1項及び第2
項

事後

令和3年3月25日

関連情報
４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

―

＜オンライン資格確認の準備業務＞
・番号利用法 附則第6条第4項　（利用目的：情
報連携のためではなくオンライン資格確認の準
備として機関別符号を取得する等）
・国民健康保険法　第113条の3　第1項及び第2
項

事後

令和3年3月25日 しきい値判断項目　対象人数 令和2年1月1日　時点 令和3年1月1日　時点 事後

令和3年3月25日 しきい値判断項目　取扱者数 令和2年1月1日　時点 令和3年1月1日　時点 事後

令和3年3月25日 公表日 令和2年3月23日 令和3年3月25日 事後

令和3年7月2日

４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

・番号法第１９条第７号（特定個人情報の提供
の制限）及び別表第二

・番号法第１９条第８号（特定個人情報の提供
の制限）及び別表第二

事前
令和３年法律第37号による法
改正のため変更

令和4年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和3年1月1日　時点 令和4年1月1日　時点 事後

令和4年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和3年1月1日　時点 令和4年1月1日　時点 事後

令和5年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和4年1月1日　時点 令和5年1月1日　時点 事後

令和5年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和4年1月1日　時点 令和5年1月1日　時点 事後

令和5年3月30日

関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

右の記述を追加

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のた
めの預貯金口座の登録等に関する法律第２条
第２項及び第９条の規定により、以下の事務に
おいて個人番号を利用する。
・国民健康保険法による保険給付の支給又は
保険税の還付（行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法律
別表第二の主務省令で定める事務及び情報を
定める命令第二十五条第八号又は第九号に規
定する事務に係るものに限る。）

事後
公金受取口座登録制度の開
始による追加

令和5年3月30日

関連情報
３．個人番号の利用
法令上の根拠

右の記述を追加

４．公金給付支給等口座情報の照会・回答
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のた
めの預貯金口座の登録等に関する法律第2条
第2項及び第9条
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のた
めの預貯金口座の登録等に関する法律施行規
則第2条第13号

事後
公金受取口座登録制度の開
始による追加

令和5年3月30日

関連情報
４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

右の記述を追加

公金給付支給等口座情報の照会・回答
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のた
めの預貯金口座の登録等に関する法律施行規
則第2条第13号

事後
公金受取口座登録制度の開
始による追加



　志賀町は、国民年金に関する事務における特定個人情報ファイルの取
扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の
権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいそ
の他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もっ
て個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言す
る。

特記事項

6 国民年金に関する事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

[平成31年１月　様式２]

  令和5年3月30日

志賀町長

 公表日

 評価実施機関名



 連絡先 住民課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ②所属長の役職名 住民課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 総務課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 住民課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 ２．特定個人情報ファイル名

被保険者台帳情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠 番号法第9条第1項、別表第一第31項

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠 番号法第19条第8号、別表第二第48項・第50項

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 国民年金に関する事務

 ②事務の概要

国民年金法等に基づき、届出の受理・報告、裁定請求及び障害基礎年金裁定請求の受理、保険料免
除・学生納付特例による届出・申請の受理等の法定受託事務である。

特定個人情報ファイルは、以下の場合に使用する。
①被保険者の資格得喪等の届出事務
②保険料納付・納付猶予等申請の受付事務
③年金受給に伴う裁定請求事務

 ③システムの名称
国民年金システム
中間サーバー



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

1,000人以上1万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ○ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

特に力を入れて行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

○］接続しない（入手）［ ○

 [ ]特に力を入れている

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

]

]

]

]

]

]

]

]

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無



令和5年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和4年1月1日　時点 令和5年1月1日　時点 事後

令和4年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和3年1月1日　時点 令和4年1月1日　時点 事後

令和5年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和4年1月1日　時点 令和5年1月1日　時点 事後

令和3年7月2日 公表日 令和3年3月25日 令和3年7月2日 事後

令和4年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和3年1月1日　時点 令和4年1月1日　時点 事後

令和3年3月25日 公表日 令和2年3月23日 令和3年3月25日 事後

令和3年7月2日

４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

番号法第19条第7号、別表第二第48項・第50項 番号法第19条第8号、別表第二第48項・第50項 事前
令和３年法律第37号による法
改正のため変更

令和3年3月25日 しきい値判断項目　対象人数 令和2年1月1日　時点 令和3年1月1日　時点 事後

令和3年3月25日 しきい値判断項目　取扱者数 令和2年1月1日　時点 令和3年1月1日　時点 事後

令和2年3月23日 しきい値判断項目　対象人数 平成31年4月1日　時点 令和2年1月1日　時点 事後

令和2年3月23日 しきい値判断項目　取扱者数 平成31年4月1日　時点 令和2年1月1日　時点 事後

令和1年6月21日 公表日 平成30年6月29日 平成31年6月21日 事後

令和2年3月23日 公表日 平成31年6月21日 令和2年3月23日 事後 評価の再実施

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成31年4月1日 しきい値判断項目　対象人数 平成30年4月1日　時点 平成31年4月1日　時点 事後

平成31年4月1日 新様式

平成31年4月1日 しきい値判断項目　取扱者数 平成30年4月1日　時点 平成31年4月1日　時点 事後



[平成31年１月　様式２]

  令和5年3月30日

志賀町長

 公表日

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

　志賀町は、後期高齢者医療制度関係事務における特定個人情報ファイ
ルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバ
シー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の
漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を
講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいること
を宣言する。

特記事項

7 後期高齢者医療制度関係事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言



Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 後期高齢者医療制度関係事務

 ②事務の概要

高齢者の医療の確保に関する法律及び石川県後期高齢者医療広域連合規約等に基づき、被保険者の
資格管理、保険料賦課管理、収納管理、滞納整理、医療給付に関する申請及び届出の受付、被保険者
証及び減額認定証発行等の事務を行う。

高齢者の医療の確保に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律の規定に従い、特定個人情報ファイルは以下の場合に使用する。
①資格管理に関する申請及び届出の受付
②医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し
③保険料賦課の算定に必要な要件の情報確認

 ③システムの名称

後期高齢者医療システム
団体内統合宛名システム
収納管理システム
滞納管理システム
中間サーバー

 ２．特定個人情報ファイル名

被保険者台帳情報ファイル
賦課情報ファイル
交換情報ファイル
収納情報ファイル
滞納情報管理ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠
番号法第９条第１項、別表第一　第59項
並びに高齢者の医療の確保に関する法律第54条等

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠
番号法第１９条８号、別表第二の80,82,83の項
並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令等

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 住民課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 連絡先 住民課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ②所属長の役職名 住民課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 総務課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

1,000人以上1万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

]

]

]

]

]

]

]

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無

 [ ]特に力を入れている

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

特に力を入れて行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

○］接続しない（入手）［ ○

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ○ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［



平成31年4月1日 しきい値判断項目　取扱者数 平成30年4月1日　時点 平成31年4月1日　時点 事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成31年4月1日 しきい値判断項目　対象人数 平成30年4月1日　時点 平成31年4月1日　時点 事後

平成31年4月1日 新様式

令和1年6月21日 公表日 平成30年6月29日 平成31年6月21日 事後

令和2年3月23日 公表日 平成31年6月21日 令和2年3月23日 事後 評価の再実施

令和2年3月23日 しきい値判断項目　対象人数 平成31年4月1日　時点 令和2年1月1日　時点 事後

令和2年3月23日 しきい値判断項目　取扱者数 平成31年4月1日　時点 令和2年1月1日　時点 事後

令和3年3月25日 しきい値判断項目　対象人数 令和2年1月1日　時点 令和3年1月1日　時点 事後

令和3年3月25日 しきい値判断項目　取扱者数 令和2年1月1日　時点 令和3年1月1日　時点 事後

令和3年3月25日 公表日 令和2年3月23日 令和3年3月25日 事後

令和3年7月2日

４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

番号法第１９条７号、別表第二の80,82,83の項
並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行
令等

番号法第１９条８号、別表第二の80,82,83の項
並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行
令等

事前
令和３年法律第37号による法
改正のため変更

令和4年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和3年1月1日　時点 令和4年1月1日　時点 事後

令和4年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和3年1月1日　時点 令和4年1月1日　時点 事後

令和5年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和4年1月1日　時点 令和5年1月1日　時点 事後

令和5年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和4年1月1日　時点 令和5年1月1日　時点 事後



　志賀町長は、介護保険関係事務における特定個人情報ファイルの取扱い
にあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利
利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他
の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個
人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項
介護保険関係事務では、事務の一部を外部業者に委託しているため、業者選定の際に業者の情報
保護管理体制を確認し、併せて秘密保護に関する事項を契約に含めることで万全を期している。

8 介護保険関係事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

[平成31年１月　様式２]

  令和5年3月30日

志賀町長

 公表日

 評価実施機関名



 連絡先 健康福祉課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ②所属長の役職名 健康福祉課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 総務課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 健康福祉課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 ２．特定個人情報ファイル名

被保険者台帳情報ファイル
賦課情報ファイル
受給者情報ファイル
給付情報ファイル
収納情報ファイル
滞納管理情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠
番号法第９条第１項、別表第一　第68項
並びに介護保険法第12条第38条等

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠
番号法第１９条８号、別表第二の93,94,95の項
並びに介護保険法施行令等

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 介護保険関係事務

 ②事務の概要

介護保険法等の規定に則り、介護保険の被保険者資格、保険料賦課・徴収、受給者台帳、給付実績の
管理を行う。

特定個人情報ファイルは、次の場合に使用する。
①申請書や届出書に関する確認
②保険料賦課の算定や各種給付の所得区分の判定に必要な要件の情報照会
③保険料賦課における特別徴収対象者の確認
④被保険者の資格記録の管理
⑤被保険者の要介護認定及び給付実績の管理

 ③システムの名称

介護保険システム
団体内統合宛名システム
収納管理システム
滞納管理システム



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

1,000人以上1万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

特に力を入れて行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［

 [ ]特に力を入れている

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

]

]

]

]

]

]

]

]

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無



令和5年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和4年1月1日　時点 令和5年1月1日　時点 事後

令和5年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和4年1月1日　時点 令和5年1月1日　時点 事後

令和4年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和3年1月1日　時点 令和4年1月1日　時点 事後

令和4年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和3年1月1日　時点 令和4年1月1日　時点 事後

令和3年3月25日 公表日 令和2年3月23日 令和3年3月25日 事後

令和3年7月2日

４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

番号法第１９条７号、別表第二の93,94,95の項
並びに介護保険法施行令等

番号法第１９条８号、別表第二の93,94,95の項
並びに介護保険法施行令等

事前
令和３年法律第37号による法
改正のため変更

令和3年3月25日 しきい値判断項目　対象人数 令和2年1月1日　時点 令和3年1月1日　時点 事後

令和3年3月25日 しきい値判断項目　取扱者数 令和2年1月1日　時点 令和3年1月1日　時点 事後

令和2年3月23日 しきい値判断項目　対象人数 平成31年4月1日　時点 令和2年1月1日　時点 事後

令和2年3月23日 しきい値判断項目　取扱者数 平成31年4月1日　時点 令和2年1月1日　時点 事後

平成31年4月1日 公表日 平成30年6月21日　時点 平成31年6月21日　時点 事後

令和2年3月23日 公表日 平成31年6月21日　時点 令和2年3月23日　時点 事後 評価の再実施

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成31年4月1日 しきい値判断項目　対象人数 平成30年4月1日　時点 平成31年4月1日　時点 事後

平成31年4月1日 新様式

平成31年4月1日 しきい値判断項目　取扱者数 平成30年4月1日　時点 平成31年4月1日　時点 事後



　志賀町は、児童手当の支給に関する事務における特定個人情報ファイル
の取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー
等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏え
いその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、
もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣
言する。

特記事項
内部による不正利用防止のため、システム操作者を限定し、操作履歴を保持している。またシステ
ム保守業者へは情報保護管理管理体制を確認し、秘密保持に関しても契約に含めることで万全に
期している。

9 児童手当の支給に関する事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

[平成31年１月　様式２]

  令和5年3月30日

志賀町長

 公表日

 評価実施機関名



 連絡先 子育て支援課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ②所属長の役職名 子育て支援課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 総務課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 子育て支援課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 ２．特定個人情報ファイル名

受給者台帳情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠
番号法第９条第１項、別表第１　第56項
並びに番号法別表第１の主務省令で定める事務を定める命令　第４４条

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

「別表第２による情報提供」
１　番号法第１９条８号　別表第２の２６，３０，８７の各項
２　番号法別表第２の主務省令で定める事務及び情報を定める命令　第１９、４４の各条
「別表第２による情報照会」
１　番号法第１９条８号　別表第２の７４，７５の各項
２　番号法別表第２の主務省令で定める事務及び情報を定める命令　第４０条

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 児童手当の支給に関する事務

 ②事務の概要

児童手当又は特例給付の支給に関し主務省令で定める事務
特定個人情報ファイルは、以下の場合に使用する。
① 児童手当の対象者の資格確認及び受給者・配偶者の所得情報の処理、確認
② 現況受付・その他各種届出の処理、確認
➂ 支払管理の確認
④ ①～②について審査のため官公署等に対して必要な資料の請求

 ③システムの名称
児童手当システム
団体内統合宛名システム
中間サーバー



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人以上 ] ＜選択肢＞

1,000人以上1万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ○ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

特に力を入れて行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

○］接続しない（入手）［ ○

 [ ]特に力を入れている

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

]

]

]

]

]

]

]

]

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無



令和5年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和4年1月1日 時点 令和5年1月1日 時点 事後

令和5年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和4年1月1日 時点 令和5年1月1日 時点 事後

令和4年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和3年1月1日 時点 令和4年1月1日 時点 事後

令和4年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和3年1月1日 時点 令和4年1月1日 時点 事後

令和3年3月25日 しきい値判断項目　取扱者数 令和2年1月1日 時点 令和3年1月1日 時点 事後

令和3年7月2日

４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連
②法令上の根拠

「別表第２による情報提供」
１　番号法第１９条７号　別表第２の２６，３０，８
７の各項
２　番号法別表第２の主務省令で定める事務及
び情報を定める命令　第１９、４４の各条
「別表第２による情報照会」
１　番号法第１９条７号　別表第２の７４，７５の
各項
２　番号法別表第２の主務省令で定める事務及
び情報を定める命令　第４０条

「別表第２による情報提供」
１　番号法第１９条８号　別表第２の２６，３０，８
７の各項
２　番号法別表第２の主務省令で定める事務及
び情報を定める命令　第１９、４４の各条
「別表第２による情報照会」
１　番号法第１９条８号　別表第２の７４，７５の
各項
２　番号法別表第２の主務省令で定める事務及
び情報を定める命令　第４０条

事前
令和３年法律第37号による法
改正のため変更

令和3年3月25日 公表日 令和2年3月23日 令和3年3月25日 事後

令和3年3月25日 しきい値判断項目　対象人数 令和2年1月1日 時点 令和3年1月1日 時点 事後

令和2年3月23日 しきい値判断項目　対象人数 平成31年4月1日　時点 令和2年1月1日 時点 事後

令和2年3月23日 しきい値判断項目　取扱者数 平成31年4月1日　時点 令和2年1月1日 時点 事後

令和1年10月25日 しきい値判断項目　取扱者数 平成31年4月1日　時点 令和元年9月30日 時点 事後

令和2年3月23日 公表日 平成31年6月21日 令和2年3月23日 事後 評価の再実施

令和1年6月21日 公表日 平成30年6月29日 平成31年6月21日 事後

令和1年10月25日 しきい値判断項目　対象人数 平成31年4月1日　時点 令和元年9月30日 時点 事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成31年4月1日 しきい値判断項目　対象人数 平成30年4月1日　時点 平成31年4月1日　時点 事後

平成31年4月1日 新様式

平成31年4月1日 しきい値判断項目　取扱者数 平成30年4月1日　時点 平成31年4月1日　時点 事後



　志賀町は、子ども子育て支援事務における特定個人情報ファイルの取扱
いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権
利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその
他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって
個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

10 子ども子育て支援事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

[平成31年１月　様式２]

  令和5年3月30日

志賀町長

 公表日

 評価実施機関名



 連絡先 子育て支援課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ②所属長の役職名 子育て支援課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 総務課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 子育て支援課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 ２．特定個人情報ファイル名

支給認定情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠
番号法第９条第１項、別表第一　第94項
並びに子ども子育て支援法第20条等

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠 番号法第１９条８号、別表第二の116の項

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 子ども子育て支援事務

 ②事務の概要

子ども子育て支援法及び児童福祉法や学校教育法など関連法に則り、幼稚園や保育所等に入園する
支給認定者の管理、利用者負担の徴収、給付費の支給を行う。
特定個人情報ファイルは、以下の場合に使用する。
①申請書や届出書に関する確認
②入所要件の確認
③保護者情報の確認
④保育料算定に必要な各種情報の照会

 ③システムの名称
子ども子育て支援システム
団体内統合宛名システム



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

1,000人以上1万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ○ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

特に力を入れて行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

○］接続しない（入手）［ ○

 [ ]特に力を入れている

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

]

]

]

]

]

]

]

]

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無



令和5年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和4年1月1日 時点 令和5年1月1日 時点 事後

令和5年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和4年1月1日 時点 令和5年1月1日 時点 事後

令和4年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和3年1月1日 時点 令和4年1月1日 時点 事後

令和4年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和3年1月1日 時点 令和4年1月1日 時点 事後

令和3年3月25日 しきい値判断項目　取扱者数 令和2年1月1日 時点 令和3年1月1日 時点 事後

令和3年7月2日

４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連
②法令上の根拠

番号法第１９条７号、別表第二の116の項 番号法第１９条８号、別表第二の116の項 事前
令和３年法律第37号による法
改正のため変更

令和3年3月25日 公表日 令和2年3月23日 令和3年3月25日 事後

令和3年3月25日 しきい値判断項目　対象人数 令和2年1月1日 時点 令和3年1月1日 時点 事後

令和2年3月23日 しきい値判断項目　対象人数 平成31年4月1日　時点 令和2年1月1日 時点 事後

令和2年3月23日 しきい値判断項目　取扱者数 平成31年4月1日　時点 令和2年1月1日 時点 事後

令和1年10月25日 しきい値判断項目　取扱者数 平成31年4月1日　時点 令和元年9月30日 時点 事後

令和2年3月23日 公表日 平成31年6月21日 令和2年3月23日 事後 評価の再実施

令和1年6月21日 公表日 平成30年6月29日 平成31年6月21日 事後

令和1年10月25日 しきい値判断項目　対象人数 平成31年4月1日　時点 令和元年9月30日 時点 事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成31年4月1日 しきい値判断項目　対象人数 平成30年4月1日　時点 平成31年4月1日　時点 事後

平成31年4月1日 新様式

平成31年4月1日 しきい値判断項目　取扱者数 平成30年4月1日　時点 平成31年4月1日　時点 事後



[平成31年１月　様式２]

  令和5年3月30日

志賀町長

 公表日

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

　志賀町長は、予防接種関係事務における特定個人情報ファイルの取扱い
にあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利
利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他
の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個
人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

11 予防接種関係事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言



Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 予防接種関係事務

 ②事務の概要

予防接種法による予防接種の実施及び予防接種情報の管理、給付の支給又は実費の徴収に関する事
務

特定個人情報ファイルは以下の場合に使用する。
①予防接種法による予防接種事業の実施対象者把握。

 ③システムの名称 健康管理システム

 ２．特定個人情報ファイル名

基礎情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠 番号法第９条第１項、別表第一第10項及び予防接種法

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠
番号法第19条第８項（特定個人情報の提供の制限）及び別表第二第における情報照会の根拠、16の
２、17、18、19の項

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 健康福祉課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 連絡先 健康福祉課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ②所属長の役職名 健康福祉課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 総務課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

1万人以上10万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

]

]

]

]

]

]

]

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無

 [ ]特に力を入れている

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

特に力を入れて行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［



平成30年4月1日
１．対象人数　いつ時点の計
数か

平成27年1月31日 時点 平成28年12月31日 時点 事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成28年4月1日
５．評価実施機関における担
当部署　②所属長

健康福祉課長　山本　政人 健康福祉課長　川畑　智 事後

平成30年4月1日
２．取扱者数　いつ時点の計
数か

平成27年1月31日 時点 平成28年12月31日 時点 事後

平成30年4月1日
５．評価実施機関における担
当部署　②所属長

健康福祉課長　川畑　智 健康福祉課長　山口　勝好 事後

平成31年4月1日
５．評価実施機関における担
当部署　②所属長

健康福祉課長　山口　勝好 健康福祉課長　高野　正 事後

令和2年3月23日 公表日 平成31年6月21日 令和2年3月23日 事後 評価の再実施

令和2年3月23日
１．対象人数　いつ時点の計
数か

平成31年4月1日 時点 令和2年1月1日 時点 事後

令和2年3月23日
２．取扱者数　いつ時点の計
数か

平成31年4月1日 時点 令和2年1月1日 時点 事後

令和3年3月25日
１．対象人数　いつ時点の計
数か

令和2年1月1日 時点 令和3年1月1日 時点 事後

令和3年3月25日
２．取扱者数　いつ時点の計
数か

令和2年1月1日 時点 令和3年1月1日 時点 事後

令和3年3月25日 公表日 令和2年3月23日 令和3年3月25日 事後

令和3年7月2日

４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

番号法第19条第７項（特定個人情報の提供の
制限）及び別表第二第における情報照会の根
拠、16の２、17、18、19の項

番号法第19条第８項（特定個人情報の提供の
制限）及び別表第二第における情報照会の根
拠、16の２、17、18、19の項

事前
令和３年法律第37号による法
改正のため変更

令和4年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和3年1月1日　時点 令和4年1月1日　時点 事後

令和4年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和3年1月1日　時点 令和4年1月1日　時点 事後

令和5年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和4年1月1日　時点 令和5年1月1日　時点 事後

令和5年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和4年1月1日　時点 令和5年1月1日　時点 事後



[平成31年１月　様式２]

  令和5年3月30日

志賀町長

 公表日

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

　志賀町長は、母子保健関係事務における特定個人情報ファイルの取扱い
にあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利
利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他
の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個
人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

12 母子保健関係事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言



Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 母子保健関係事務

 ②事務の概要

母子保健法の規定により、母子健診情報の管理、統計報告資料作成、データ分析の処理を行う。

特定個人情報ファイルは以下の場合に使用する。
①母子保健法による健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付に関する事務。

 ③システムの名称 健康管理システム

 ２．特定個人情報ファイル名

基礎情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠 番号法第９条第１項、別表第一第49項並びに母子保健法第10条等

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠 番号法第19条第８号、別表第二の70の項並びに母子保健法施行規則第９条等

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 子育て支援課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 連絡先 子育て支援課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ②所属長の役職名 子育て支援課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 総務課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

1,000人以上1万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

]

]

]

]

]

]

]

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無

 [ ]特に力を入れている

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

特に力を入れて行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［



平成28年12月31日
１．対象人数　いつ時点の計
数か

平成27年1月31日 時点 平成28年12月31日 時点 事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成28年4月1日
５．評価実施機関における担
当部署　②所属長

健康福祉課長　山本　政人 健康福祉課長　川畑　智 事後

平成28年12月31日
２．取扱者数　いつ時点の計
数か

平成27年1月31日 時点 平成28年12月31日 時点 事後

平成30年4月1日
５．評価実施機関における担
当部署　②所属長

健康福祉課長　川畑　智 健康福祉課長　山口　勝好 事後

平成31年4月1日
５．評価実施機関における担
当部署　②所属長

健康福祉課長　山口　勝好 健康福祉課長　高野　正 事後

令和2年3月23日 公表日 平成31年6月21日 令和2年3月23日 事後 評価の再実施

令和2年3月23日
１．対象人数　いつ時点の計
数か

平成31年4月1日 時点 令和2年1月1日 時点 事後

令和2年3月23日
２．取扱者数　いつ時点の計
数か

平成31年4月1日 時点 令和2年1月1日 時点 事後

令和3年3月25日
１．対象人数　いつ時点の計
数か

令和2年1月1日 時点 令和3年1月1日 時点 事後

令和3年3月25日
２．取扱者数　いつ時点の計
数か

令和2年1月1日 時点 令和3年1月1日 時点 事後

令和3年3月25日 公表日 令和2年3月23日 令和3年3月25日 事後

令和3年7月2日

４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

番号法第19条第７号、別表第二の70の項並び
に母子保健法施行規則第９条等

番号法第19条第８号、別表第二の70の項並び
に母子保健法施行規則第９条等

事前
令和３年法律第37号による法
改正のため変更

令和4年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和3年1月1日　時点 令和4年1月1日　時点 事後

令和4年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和3年1月1日　時点 令和4年1月1日　時点 事後

令和5年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和4年1月1日　時点 令和5年1月1日　時点 事後

令和5年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和4年1月1日　時点 令和5年1月1日　時点 事後



　志賀町長は、健康増進事業関係事務における特定個人情報ファイルの取
扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の
権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいそ
の他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もっ
て個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言す
る。

特記事項

13 健康増進事業関係事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

[平成31年１月　様式２]

  令和5年3月30日

志賀町長

 公表日

 評価実施機関名



 連絡先 健康福祉課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ②所属長の役職名 健康福祉課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 総務課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 健康福祉課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 ２．特定個人情報ファイル名

基礎情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠 番号法第９条第１項、別表第一第76項並びに健康増進法第17条等

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

(情報照会及び提供の根拠）
　・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７
号）第１９条第８号　別表第二の１０２の２の項
　・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で
定める事務及び情報を定める命令（平成２６年内閣府、総務省令第７号）　第５０条

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 健康増進事業関係事務

 ②事務の概要

健康増進法の規定により、検診・がん検診情報の管理、統計報告資料作成、データ分析の処理を行う。

特定個人情報ファイルは以下の場合に使用する。
①健康増進法による健康増進事業の実施対象者の把握。

 ③システムの名称 健康管理システム



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

1万人以上10万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

特に力を入れて行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［

 [ ]特に力を入れている

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

]

]

]

]

]

]

]

]

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無



令和5年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和4年1月1日　時点 令和5年1月1日　時点 事後

令和5年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和4年1月1日　時点 令和5年1月1日　時点 事後

令和4年3月10日

６．情報提供ネットワークシス
テムとの接続
目的外の入手が行われるリス
クへの対策は十分か

特に力を入れている 事前

令和4年3月10日

６．情報提供ネットワークシス
テムとの接続
不正な提供が行われるリスク
ヘの対策は十分か

特に力を入れている 事前

令和4年3月10日

４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
①実施の有無

実施しない 実施する 事前

令和4年3月10日

４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

(情報照会及び提供の根拠）
　・行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（平成２５年法
律第２７号）第１９条第８号　別表第二の１０２の
２の項
　・行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律別表第二の主
務省令で定める事務及び情報を定める命令（平
成２６年内閣府、総務省令第７号）　第５０条

事前

令和4年3月10日 しきい値判断項目　対象人数 令和3年1月1日　時点 令和4年1月1日　時点 事後

令和4年3月10日 しきい値判断項目　取扱者数 令和3年1月1日　時点 令和4年1月1日　時点 事後

令和3年3月25日
２．取扱者数　いつ時点の計
数か

令和2年1月1日 時点 令和3年1月1日 時点 事後

令和3年3月25日 公表日 令和2年3月23日 令和3年3月25日 事後

令和2年3月23日
２．取扱者数　いつ時点の計
数か

平成31年４月1日 時点 令和2年1月1日 時点 事後

令和3年3月25日
１．対象人数　いつ時点の計
数か

令和2年1月1日 時点 令和3年1月1日 時点 事後

令和2年3月23日 公表日 平成31年6月21日 令和2年3月23日 事後 評価の再実施

令和2年3月23日
１．対象人数　いつ時点の計
数か

平成31年４月1日 時点 令和2年1月1日 時点 事後

平成30年4月1日
５．評価実施機関における担
当部署　②所属長

健康福祉課長　川畑　智 健康福祉課長　山口　勝好

平成31年4月1日
５．評価実施機関における担
当部署　②所属長

健康福祉課長　山口　勝好 健康福祉課長　高野　正

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成28年4月1日
５．評価実施機関における担
当部署　②所属長

健康福祉課長　山本　政人 健康福祉課長　川畑　智 事後

２．取扱者数　いつ時点の計
数か

平成27年1月31日 時点 平成28年12月31日 時点 事後

１．対象人数　いつ時点の計
数か

平成27年1月31日 時点 平成28年12月31日 時点 事後



　志賀町長は、障害者総合支援法に関する事務における特定個人情報ファ
イルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバ
シー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の
漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を
講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいること
を宣言する。

特記事項

14 障害者総合支援法に関する事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

[平成31年１月　様式２]

  令和5年3月30日

志賀町長

 公表日

 評価実施機関名



 連絡先 健康福祉課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ②所属長の役職名 健康福祉課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 総務課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 健康福祉課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 ２．特定個人情報ファイル名

基礎情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠 番号法第９条第１項　別表第一第84項

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠 番号法第19条第８号　別表第二第108、109、110項

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 障害者総合支援法に関する事務

 ②事務の概要

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）に基づき、事
務処理を行っている。

　特定個人情報ファイルは次の事務に使用する。
①自立支援給付の支給決定及び対象者管理に関する事務
②自立支援医療費の支給決定及び対象者管理に関する事務
③地域生活支援事業の支給決定及び対象者管理に関する事務
④補装具費の支給決定及び対象者管理に関する事務
　なお、これらの事務に関して、番号法別表第二に基づいて各情報保有機関と中間サーバー、情報提供
ネットワークシステムを介して情報の照合と提供を行う。

 ③システムの名称
障害者総合支援システム
団体内統合宛名システム



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

1,000人以上1万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ○ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ○ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

特に力を入れて行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［

 [ ]特に力を入れている

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

]

]

]

]

]

]

]

]

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無



令和5年3月30日
１．対象人数　いつ時点の計
数か

令和4年1月1日 時点 令和5年1月1日 時点 事後

令和5年3月30日
２．取扱者数　いつ時点の計
数か

令和4年1月1日 時点 令和5年1月1日 時点 事後

令和4年3月30日
１．対象人数　いつ時点の計
数か

令和3年1月1日 時点 令和4年1月1日 時点 事後

令和4年3月30日
２．取扱者数　いつ時点の計
数か

令和3年1月1日 時点 令和4年1月1日 時点 事後

令和3年3月25日 公表日 令和2年3月23日 令和3年3月25日 事後

令和3年7月2日

４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

番号法第19条第７号　別表第二第108、109、
110項

番号法第19条第８号　別表第二第108、109、
110項

事前
令和３年法律第37号による法
改正のため変更

令和3年3月25日
１．対象人数　いつ時点の計
数か

令和2年1月1日 時点 令和3年1月1日 時点 事後

令和3年3月25日
２．取扱者数　いつ時点の計
数か

令和2年1月1日 時点 令和3年1月1日 時点 事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年3月23日 公表日 平成31年6月21日 令和2年3月23日 事後

令和2年3月23日
２．取扱者数　いつ時点の計
数か

平成31年4月1日 時点 令和2年1月1日 時点 事後

評価の再実施

令和2年3月23日
１．対象人数　いつ時点の計
数か

平成31年4月1日 時点 令和2年1月1日 時点 事後



[平成31年１月　様式２]

  令和5年3月30日

志賀町長

 公表日

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

　志賀町長は、障害者総合支援法、児童福祉法に関する事務における特定
個人情報ファイルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個
人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定
個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適
切な措置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組
んでいることを宣言する。

特記事項

15
障害児の通所支援事業及び障害福祉サービス関係事務
基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言



Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 障害児の通所支援事業及び障害福祉サービス関係事務

 ②事務の概要

　児童福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）
に基づき、事務処理を行っている。

　特定個人情報ファイルは次の事務に使用する
①障害児通所支援の申請受付、決定通知書及び受給者証発行に関する事務
②障害福祉サービスの申請受付、決定、決定通知書及び受給者証発行に関する事務
③障害福祉サービスの国保連合会請求情報確認に関する事務
　なお、これらの事務に関して、番号法別表第二に基づいて各情報保有機関と中間サーバー、情報提供
ネットワークシステムを介して情報の照合と提供を行う。

 ③システムの名称
児童施設通所管理システム
団体内統合宛名システム

 ２．特定個人情報ファイル名

基礎情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠 番号法第9条第1項　別表第一の8の項

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠
番号法第19条第8号　別表第二の16の項、56の2の項、108の項及び116の項
番号法第19条第8号　別表第二の10の項、11の項及び12の項

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 健康福祉課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 連絡先 健康福祉課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ②所属長の役職名 健康福祉課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 総務課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

1,000人未満（任意実施） ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

]

]

]

]

]

]

]

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無

 [ ]特に力を入れている

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

特に力を入れて行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ○ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ○ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［



評価の再実施

令和2年3月23日
１．対象人数　いつ時点の計
数か

平成31年4月1日 時点 令和2年1月1日 時点 事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年3月23日 公表日 平成31年6月21日 令和2年3月23日 事後

令和2年3月23日
２．取扱者数　いつ時点の計
数か

平成31年4月1日 時点 令和2年1月1日 時点 事後

令和3年3月25日

４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

番号法第19条第7号　別表第二の16の項、56の
2の項及び116の項
番号法第19条第7号　別表第二の10の項、11の
項及び12の項

番号法第19条第7号　別表第二の16の項、56の
2の項、108の項及び116の項
番号法第19条第7号　別表第二の10の項、11の
項及び12の項

事後 法令改正等による変更

令和3年3月25日
１．対象人数　いつ時点の計
数か

令和2年1月1日 時点 令和3年1月1日 時点 事後

令和3年3月25日
２．取扱者数　いつ時点の計
数か

令和2年1月1日 時点 令和3年1月1日 時点 事後

令和3年3月25日 公表日 令和2年3月23日 令和3年3月25日 事後

令和3年7月2日

４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

番号法第19条第7号　別表第二の16の項、56の
2の項、108の項及び116の項
番号法第19条第7号　別表第二の10の項、11の
項及び12の項

番号法第19条第8号　別表第二の16の項、56の
2の項、108の項及び116の項
番号法第19条第8号　別表第二の10の項、11の
項及び12の項

事前
令和３年法律第37号による法
改正のため変更

令和4年3月30日
１．対象人数　いつ時点の計
数か

令和3年1月1日 時点 令和4年1月1日 時点 事後

令和4年3月30日
２．取扱者数　いつ時点の計
数か

令和3年1月1日 時点 令和4年1月1日 時点 事後

令和5年3月30日
１．対象人数　いつ時点の計
数か

令和4年1月1日時点 令和5年1月1日時点 事後

令和5年3月30日
２．取扱者数　いつ時点の計
数か

令和4年1月1日時点 令和5年1月1日時点 事後



[平成31年１月　様式２]

  令和5年3月30日

志賀町長

 公表日

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

　志賀町は、公営住宅管理事務における特定個人情報ファイルの取扱いに
あたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利
益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の
事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人
のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

16 公営住宅管理事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言



Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 公営住宅管理事務

 ②事務の概要

（公営住宅の入居者情報管理、家賃の収納管理等）
公営住宅法に基づき公営住宅を建設し、住宅に困窮する方に対し、低廉な家賃で賃貸等を行っている。
公営住宅の賃貸等に当たっては公営住宅法の規定に従い、入居者からの収入報告に基づき、月額家
賃や敷金を決定する。また、家賃の収納や入居者の適正な管理を実施している。

特定個人情報ファイルは、以下の場合に使用する。
①入居要件の確認

 ③システムの名称

住宅使用料システム
団体内統合宛名システム
収納管理システム
滞納管理システム

 ２．特定個人情報ファイル名

公営住宅情報ファイル
収納情報ファイル
滞納管理情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠 番号法第９条第１項　別表第一の第19項

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠 番号法第１９条８号　別表第二の第31項

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 まち整備課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 連絡先 まち整備課　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ②所属長の役職名 まち整備課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 総務課　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

1,000人未満（任意実施） ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 いつ時点の計数か 令和5年3月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

 いつ時点の計数か 令和5年3月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ○ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ○ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［



平成31年4月1日 しきい値判断項目　取扱者数 平成30年4月1日　時点 平成31年4月1日　時点 事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成31年4月1日 しきい値判断項目　対象人数 平成30年4月1日　時点 平成31年4月1日　時点 事後

平成31年4月1日 新様式

令和1年6月21日 公表日 平成30年6月29日 平成31年6月21日 事後

令和2年3月23日 公表日 平成31年6月21日 令和2年3月23日 事後

令和2年3月23日 しきい値判断項目　対象人数 平成31年4月1日　時点 令和2年3月1日　時点 事後

令和2年3月23日 しきい値判断項目　取扱者数 平成31年4月1日　時点 令和2年3月1日　時点 事後

令和3年3月25日 しきい値判断項目　対象人数 令和2年3月1日　時点 令和3年3月1日　時点 事後

令和3年3月25日 しきい値判断項目　取扱者数 令和2年3月1日　時点 令和3年3月1日　時点 事後

令和3年3月25日 公表日 令和2年3月23日 令和3年3月25日 事後

令和3年7月2日

４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

番号法第１９条７号　別表第二の第31項 番号法第１９条８号　別表第二の第31項 事前
令和３年法律第37号による法
改正のため変更

令和4年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和3年3月1日　時点 令和4年3月1日　時点 事後

令和4年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和3年3月1日　時点 令和4年3月1日　時点 事後

令和5年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和4年3月1日　時点 令和5年3月1日　時点 事後

令和5年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和4年3月1日　時点 令和5年3月1日　時点 事後



[平成31年１月　様式２]

  令和5年3月30日

志賀町長

 公表日

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

　志賀町は、子どもの医療費助成関係事務における特定個人情報ファイル
の取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー
等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏え
いその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、
もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣
言する。

特記事項
内部による不正利用防止のため、システム操作者を限定し、操作履歴を保持している。またシステ
ム保守業者へは情報保護管理管理体制を確認し、秘密保持に関しても契約に含めることで万全に
期している。

17 子どもの医療費助成関係事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言



Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 子ども医療費の助成に関する事務

 ②事務の概要

志賀町子どもの医療費助成条例並びに条例施行規則に基づき、子どもの保健の
向上と福祉の増進を図るため、医療費助成のための事務を行う。
特定個人情報ファイルは以下の場合に使用する。
①医療費助成の資格確認
②医療費助成対象児童への医療証の交付
③医療費助成の認定及び通知
④転出、転入等による世帯情報の変更及び資格喪失等の確認

 ③システムの名称 福祉給付システム、団体内統合宛名システム、中間サーバー

 ２．特定個人情報ファイル名

受給者台帳情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠
番号法第９条第２項、志賀町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律に基づく個人番号の利用に関する条例、志賀町子どもの医療費助成条例等

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠 番号法第１９条第１５号

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 子育て支援課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 連絡先 子育て支援課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ②所属長の役職名 子育て支援課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 総務課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

1,000人以上1万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

]

]

]

]

]

]

]

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

特に力を入れている

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無

 [ ]特に力を入れている

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

特に力を入れて行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

○］接続しない（入手）［ ○

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ○ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［



平成31年4月1日 しきい値判断項目　取扱者数 平成30年4月1日　時点 平成31年4月1日　時点 事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成31年4月1日 しきい値判断項目　対象人数 平成29年12月31日　時点 平成31年4月1日　時点 事後

平成31年4月1日 新様式

令和1年6月21日 公表日 平成30年6月29日 平成31年6月21日 事後

令和2年3月23日 公表日 平成31年6月21日 令和2年3月23日 事後

令和2年3月23日 しきい値判断項目　対象人数 平成31年4月1日　時点 令和2年1月1日 時点 事後

令和2年3月23日 しきい値判断項目　取扱者数 平成31年4月1日　時点 令和2年1月1日 時点 事後

令和3年3月25日 評価書名 乳幼児・児童医療費助成関係事務 子どもの医療費助成関係事務 事前

令和3年3月25日
個人のプライバシー等の権利
利益の保護の宣言

乳幼児・児童医療費助成関係事務 子どもの医療費助成関係事務 事前

令和3年3月25日
１　特定個人情報ファイルを取
り扱う事務①事務の名称

乳幼児・児童医療費の助成に関する事務 子どもの医療費の助成に関する事務 事前

令和3年3月25日
１　特定個人情報ファイルを取
り扱う事務②事務の概要

志賀町乳幼児・児童医療費の助成に関する条
例並びに条例施行規則に基づき、乳幼児及び
児童の保健の向上と福祉の増進を図るため、
医療費助成のための事務を行う。

志賀町子どもの医療費助成条例並びに条例施
行規則に基づき、子どもの保健の向上と福祉の
増進を図るため、医療費助成のための事務を
行う。

事前

令和3年3月25日 ３　個人番号の利用
志賀町乳幼児・児童医療費の助成に関する条
例等

志賀町子どもの医療費助成条例等 事前

令和3年3月25日 しきい値判断項目　対象人数 令和2年1月1日 時点 令和3年1月1日 時点 事後

令和3年3月25日 しきい値判断項目　取扱者数 令和2年1月1日 時点 令和3年1月1日 時点 事後

令和3年3月25日 公表日 令和2年3月23日 令和3年3月25日 事後

令和3年7月2日

４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

番号法第１９条第１４号 番号法第１９条第１５号 事前
令和３年法律第37号による法
改正のため変更

令和4年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和3年1月1日 時点 令和4年1月1日 時点 事後

令和4年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和3年1月1日 時点 令和4年1月1日 時点 事後

令和5年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和4年1月1日 時点 令和5年1月1日 時点 事後

令和5年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和4年1月1日 時点 令和5年1月1日 時点 事後



[平成31年１月　様式２]

  令和5年3月30日

志賀町長

 公表日

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

　志賀町は、新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施
に関する事務における特定個人情報ファイルの取扱いにあたり、特定個人
情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼし
かねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させる
リスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人のプライバシー等
の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

18
新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の
実施に関する事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言



Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務

 ②事務の概要

　志賀町は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（以下、「番号法」という。）の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で
取り扱う。
　新型インフルエンザ等が発生した場合に、特定接種や住民に対する予防接種、予診票の発行等を行
う。番号法別表第ニに基づき、新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する
事務において、情報提供ネットワークシステムに接続し、各情報保有機関が保有する特定個人情報につ
いて情報連携を行う。情報提供に必要な情報を「副本」として、中間サーバーへ登録する。

　〔事務の具体的内容〕
①住民基本台帳をもとに、予防接種対象者の選定
②予防接種実施の登録（予防接種の種類、実施日、実施場所等）
③照会申請による予防接種履歴の照会
④転入者・予診票紛失等の予診票配布等

新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務
・ワクチン接種記録システム（VRS)へ予防接種対象者及び発行した接種券の登録を行う。
・予防接種の実施後に接種記録等を登録、管理し、他市区町村へ接種記録の照会・提供を行う。
・予防接種の実施後に、接種者からの申請に基づき、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交
付を行う。

 ③システムの名称 健康管理システム、団体内統合宛名システム、中間サーバー、ワクチン接種記録システム（VRS）

 ２．特定個人情報ファイル名

基礎情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠

1　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法）
　　第９条第１項、別表第一の１０、９３の２
2　番号法別表第第一の主務省令で定める事務を定める命令（別表第一主務省令）
　　第６７条の２
3　番号法第19条第16号（新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務におけるワクチン接種
　　記録システムを用いた情報提供・照会のみ）
4　番号法第19条第6号(委託先への提供)

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

（情報照会）
番号法第１９条第８号、別表第ニ　１６の２項、１７項、１８項、１９項、１１５の２項

（情報提供）
番号法第１９条第８号、別表第ニ　１６の２項、１６の３項、１１５の２項

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ]
1) 実施する
2) 実施しない



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 健康福祉課

 連絡先 健康福祉課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ②所属長の役職名 健康福祉課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 総務課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

1万人以上10万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［



令和3年5月26日

１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
③システムの名称

健康管理システム、団体内統合宛名システム、
中間サーバー

健康管理システム、団体内統合宛名システム、
中間サーバー、ワクチン接種記録システム
（VRS）

事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和3年5月26日

１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

　志賀町は、新型インフルエンザ等対策特別措
置法及び行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律（以下、
「番号法」という。）の規定に従い、特定個人情
報を以下の事務で取り扱う。
　新型インフルエンザ等が発生した場合に、特
定接種や住民に対する予防接種、予診票の発
行等を行う。番号法別表第ニに基づき、新型イ
ンフルエンザ等対策特別措置法による予防接
種の実施に関する事務において、情報提供ネッ
トワークシステムに接続し、各情報保有機関が
保有する特定個人情報について情報連携を行
う。情報提供に必要な情報を「副本」として、中
間サーバーへ登録する。

　〔事務の具体的内容〕
①住民基本台帳をもとに、予防接種対象者の
選定
②予防接種実施の登録（予防接種の種類、実
施日、実施場所等）
③照会申請による予防接種履歴の照会
④転入者・予診票紛失等の予診票配布等

　志賀町は、新型インフルエンザ等対策特別措
置法及び行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律（以下、
「番号法」という。）の規定に従い、特定個人情
報を以下の事務で取り扱う。
　新型インフルエンザ等が発生した場合に、特
定接種や住民に対する予防接種、予診票の発
行等を行う。番号法別表第ニに基づき、新型イ
ンフルエンザ等対策特別措置法による予防接
種の実施に関する事務において、情報提供ネッ
トワークシステムに接続し、各情報保有機関が
保有する特定個人情報について情報連携を行
う。情報提供に必要な情報を「副本」として、中
間サーバーへ登録する。

　〔事務の具体的内容〕
①住民基本台帳をもとに、予防接種対象者の
選定
②予防接種実施の登録（予防接種の種類、実
施日、実施場所等）
③照会申請による予防接種履歴の照会
④転入者・予診票紛失等の予診票配布等

新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接
種事務
・ワクチン接種記録システム（VRS)へ予防接種
対象者及び発行した接種券の登録を行う。
・予防接種の実施後に接種記録等を登録、管
理し、他市区町村へ接種記録の照会・提供を行
う。

事後

令和3年5月26日
３．個人番号の利用
法令上の根拠

1　行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（番号法）
　　第９条第１項、別表第一の９３の２
2　番号法別表第第一の主務省令で定める事
務を定める命令（別表第一主務省令）
　　第６７条の２

1　行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（番号法）
　　第９条第１項、別表第一の１０、９３の２
2　番号法別表第第一の主務省令で定める事
務を定める命令（別表第一主務省令）
　　第６７条の２
3　番号法第19条第15号（新型コロナウイルス
感染症対策に係る予防接種事務におけるワク
チン接種記録システムを用いた情報提供・照会
のみ）
4　番号法第19条第5号(委託先への提供)

事後

令和3年5月26日

４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上根拠

1.番号法第19条第7号（特定個人情報の提供の
制限）及び別表第二

（別表第二における情報提供の根拠）
・第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のう
ち、第四欄（特定個人情報）に「新型インフルエ
ンザ等対策特別措置法（平成二十四年法律第
三十一号）による予防接種の実施に関する情
報であって主務省令で定めるもの」が含まれる
項（115の２の項）（別表第二における情報照会
の根拠）

・第一欄（情報照会者）が「市町村長」の項のう
ち第二欄（事務）に「新型インフルエンザ等対策
特別措置法（平成二十四年法律第三十一号）
による予防接種の実施に関する事務であって
主務省令で定めるもの」が含まれる項（115の2
の項）

2.番号法別表第二の主務省令で定める事務及
び情報を定める命令（別表第二省令）（平成26
年内閣府・総務省令第7号）
（別表第二主務省令における情報提供の根拠）
・別表第二省令第59条の2
（※別表第二の115の2の項）
（別表第二主務省令における情報照会の根拠）
・別表第二省令（第59条の2）
（※別表第二の115の2の項）

（情報照会）
番号法第１９条第７号、別表第ニ　１６の２項、１
７項、１８項、１９項、１１５の２項

（情報提供）
番号法第１９条第７号、別表第ニ　１６の２項、１
６の３項、１１５の２項

事後

令和3年7月2日
３．個人番号の利用
法令上の根拠

3　番号法第19条第15号（新型コロナウイルス
感染症対策に係る予防接種事務におけるワク
チン接種
　　記録システムを用いた情報提供・照会のみ）
4　番号法第19条第5号(委託先への提供)

3　番号法第19条第16号（新型コロナウイルス
感染症対策に係る予防接種事務におけるワク
チン接種
　　記録システムを用いた情報提供・照会のみ）
4　番号法第19条第6号(委託先への提供)

事前
令和３年法律第37号による法
改正のため変更

令和3年7月2日
４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上根拠

（情報照会）
番号法第１９条第７号、別表第ニ　１６の２項、１
７項、１８項、１９項、１１５の２項

（情報提供）
番号法第１９条第７号、別表第ニ　１６の２項、１
６の３項、１１５の２項

（情報照会）
番号法第１９条第８号、別表第ニ　１６の２項、１
７項、１８項、１９項、１１５の２項

（情報提供）
番号法第１９条第８号、別表第ニ　１６の２項、１
６の３項、１１５の２項

事前
令和３年法律第37号による法
改正のため変更

令和3年8月5日
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

　志賀町は、新型インフルエンザ等対策特別措
置法及び行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律（以下、
「番号法」という。）の規定に従い、特定個人情
報を以下の事務で取り扱う。
　新型インフルエンザ等が発生した場合に、特
定接種や住民に対する予防接種、予診票の発
行等を行う。番号法別表第ニに基づき、新型イ
ンフルエンザ等対策特別措置法による予防接
種の実施に関する事務において、情報提供ネッ
トワークシステムに接続し、各情報保有機関が
保有する特定個人情報について情報連携を行
う。情報提供に必要な情報を「副本」として、中
間サーバーへ登録する。

　〔事務の具体的内容〕
①住民基本台帳をもとに、予防接種対象者の
選定
②予防接種実施の登録（予防接種の種類、実
施日、実施場所等）
③照会申請による予防接種履歴の照会
④転入者・予診票紛失等の予診票配布等

新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接
種事務
・ワクチン接種記録システム（VRS)へ予防接種
対象者及び発行した接種券の登録を行う。
・予防接種の実施後に接種記録等を登録、管
理し、他市区町村へ接種記録の照会・提供を行
う。

　志賀町は、新型インフルエンザ等対策特別措
置法及び行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律（以下、
「番号法」という。）の規定に従い、特定個人情
報を以下の事務で取り扱う。
　新型インフルエンザ等が発生した場合に、特
定接種や住民に対する予防接種、予診票の発
行等を行う。番号法別表第ニに基づき、新型イ
ンフルエンザ等対策特別措置法による予防接
種の実施に関する事務において、情報提供ネッ
トワークシステムに接続し、各情報保有機関が
保有する特定個人情報について情報連携を行
う。情報提供に必要な情報を「副本」として、中
間サーバーへ登録する。

　〔事務の具体的内容〕
①住民基本台帳をもとに、予防接種対象者の
選定
②予防接種実施の登録（予防接種の種類、実
施日、実施場所等）
③照会申請による予防接種履歴の照会
④転入者・予診票紛失等の予診票配布等

新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接
種事務
・ワクチン接種記録システム（VRS)へ予防接種
対象者及び発行した接種券の登録を行う。
・予防接種の実施後に接種記録等を登録、管
理し、他市区町村へ接種記録の照会・提供を行
う。
・予防接種の実施後に、接種者からの申請に基
づき、新型コロナウイルス感染症予防接種証明
書の交付を行う。

事前

令和4年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和3年1月1日　時点 令和4年1月1日　時点 事後

令和4年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和3年1月1日　時点 令和4年1月1日　時点 事後

令和5年3月30日 しきい値判断項目　対象人数 令和4年1月1日　時点 令和5年1月1日　時点 事後

令和5年3月30日 しきい値判断項目　取扱者数 令和4年1月1日　時点 令和5年1月1日　時点 事後



[平成31年１月　様式２]

  令和5年3月30日

志賀町長

 公表日

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

　志賀町は、住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の支給に関する
事務における特定個人情報ファイルの取扱にあたり、特定個人情報ファイ
ルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないこ
とを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減
させるために適切な措置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の
保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

19
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の支給に関
する事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言



Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の支給に関する事務

 ②事務の概要

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面する町民の生活支援として、速
やかに住民税非課税世帯に対して、１世帯10万円を支給する。
　その際、支給要件の確認に必要な税情報等の情報を個人番号を利用して管理するもの。
　
　国の物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に
家計への影響が大きい、低所得世帯（住民税非課税世帯等）に緊急支援給付金（１世帯当 ５万円）を支
給する。

 ③システムの名称 住民基本台帳ネットワークシステム、個人住民税システム、団体内統合宛名システム、中間サーバー

 ２．特定個人情報ファイル名

住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠

・公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律　第10条
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下、「番号法」とい
う。）
　第９条第１項　別表第一第101項
・番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令　第73条

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

【情報照会の根拠】
・番号法第19条第8号　別表第二第121項
・番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第59条の4

【情報提供の根拠】
・情報提供なし

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 健康福祉課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 連絡先 健康福祉課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ②所属長の役職名 健康福祉課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 総務課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

1,000人以上1万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 いつ時点の計数か 令和4年9月30日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

 いつ時点の計数か 令和4年9月30日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

○］接続しない（入手）［

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ○ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ○ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［



令和5年3月30日 Ⅱしきい値判断項目 令和4年6月30日　時点 令和4年9月30日　時点

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年3月30日 Ⅱしきい値判断項目 令和4年6月30日　時点 令和4年9月30日　時点



　志賀町は、寄附金税額控除に係る申告特例（ふるさと納税ワンストップ特
例）に関する事務における特定個人情報ファイルの取扱にあたり、特定個人
情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼし
かねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させる
リスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人のプライバシー等
の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

20
寄附金税額控除に係る申告特例（ふるさと納税ワンストッ
プ特例）に関する事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

[平成31年１月　様式２]

  令和5年3月30日

志賀町長

 公表日

 評価実施機関名



 連絡先 企画財政課ふるさと創生室　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ②所属長の役職名 企画財政課ふるさと創生室長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 総務課　　羽咋郡志賀町末吉千古１番地１　　　電話番号0767-32-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 企画財政課ふるさと創生室

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施しない ] 1) 実施する
2) 実施しない

 ２．特定個人情報ファイル名

ワンストップ特例通知書ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠
・番号法第９条第１項　別表第一の１６の項
・番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令　第１６条
・地方税法附則第７条第５項及び第１２項

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 寄附金税額控除に係る申告特例（ふるさと納税ワンストップ特例）に関する事務

 ②事務の概要

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第７条の規定に基づき、寄附金税額控除に係る申告特例（ふ
るさと納税ワンストップ特例）の適用を希望する者（以下「申請者」という。）が提出する特例申請書を収
受・保管し、申請者の居住する市区町村長にその情報を通知する。
志賀町は、地方税法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
（以下「番号法」という）の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で取扱う。

　・申告特例に関する申請書の受理、応答、保管
　・申告内容の変更の届出に係る書類の受理、応答、保管
　・申告特例を希望する者の住所地の市区町村に対する申告特例通知書の作成、送付

 ③システムの名称 ふるさと納税管理システム、国税連携システム（eLTAX）



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる

 いつ時点の計数か 令和5年1月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

1,000人以上1万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ○ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ○ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

○］接続しない（入手）［ ○

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無



変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年3月30日 しきい値判断項目 令和4年1月1日　時点 令和5年1月1日　時点 事後

令和5年3月30日 しきい値判断項目 令和4年1月1日　時点 令和5年1月1日　時点 事後


